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はじめに

筆者 はこれまで北海道企業 による知的財 産権戦 略、 すなわ ち特許技術 を利用 した ライ

セ ンシ ングによるロイヤルテ ィ収入獲得 にっいて、持論 を展 開 して きた。北海道企業が

国際的に比較優位 にある特許技術 を利用 して、サハ リンを含む ロシアや北東 アジアへ参

入 し、ロイヤルテ ィ収入を獲得 すべ きで ある と1。 しか しなが ら、考察 を重ね るうちに計

らずに も目にするこ ととなったのは、北海道企業 の消極 的な知 的財産権活動 の実態であ

り、 また脆 弱な知 的財産権環境 にある北海道経済の姿であった2。

ところが、昨今 の構造改革 ブー ムに乗 って、 日本全 国において沸 き起 こった知的財産

権 ブームは、産学官 によるイノベーシ ョン振興政策 と相成 って、TLOや 特許流通 として

我が北海道経済 に も徐 々にではあるが浸透 しっつあ ると言え る。例 えば、本稿 にお いて

考察す る北海道経 済産業局編集 の 『北海道特許 活用企業 事例集3』 を見 る と、自社特許 を

無形資産 として位 置付 け、北海道企業 が積極 的に知的財 産権 活動を行ってい る姿が確認

で きる。 また、行 政サー ビスである特許流通 ア ドバイザー制度を活用 し、新 たに特許技

術の有効活用 を実現 した北海道 企業 も、 その数 は未だ僅 かであ るが存在 している。

この ように、今 や北海道 企業 に とって、特許権 とい った知的財産権 は資産の一部 であ

り、そ の有効活用 によってイ ノベーシ ョンを実現 した り、あ るいは ロイヤルテ ィ収 入を

得 た りな ど、 ようや く事業活動の一貫 と して認め られ、 また実際 に活用 され始めて きた

1拙 稿 「北海道企業による対 ロシア・ライセンシングの可能性」北東アジアーサハ リン研究会編纂 『サ

ハ リン石油 ・ガス開発プロジェク トと北海道経済の活性化(2)』 第2号 、小樽商科大学 ・ビジネス

創造センター、1999年5月 、同 「北海道企業による対ロシア・ライセンシングの可能性(2)」 北東

アジアーサハ リン研究会編纂 『サハ リン石油 ・ガス開発 プロジェク トと北海道経済の活性化(3)』

第3号 、小樽商科大学 ・ビジネス創造セ ンター、2000年3月 、参照。
2拙 稿 「北海道企業による知的財産権活動の現状と課題」北東 アジアーサハ リン研究会編纂 『サハ リ

ン石油 ・ガス開発 プロジェク トと北海道経済の活性化(4)』 第4号 、小樽商科大学 ・ビジネス創造

セ ンター、2001年3月 、参照。
3北 海道経済産業局編 『北海道特許活用企業事例集』北海道経済産業局 ,2001年3月 。また、北海道地

域を含む日本全地域の特許活用事例 については、特許庁編 『特許活用企業事例集一経営に活かす特

許の活用事例』特許庁技術調査課知的財産支援室、2001年11月 、を参照。
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と言える。本稿では、 こう した現状 にっいて前 出の事例 集を例 に、 これ まで に確認 され

た北海道企業の知的財産権 活動にっいて整理 し、そ こか ら得 られた含意 を持 って、21世

紀 の北海道企業の知的財産権戦略 モデルを模索す ることと したい。

第一節 北海道企業の知的財産権活動をめぐる新たな動き

北海 道内の特許 出願件数 を見 る と、至近10年 間の出願件数は1.7倍 で、全国の1.1倍

に比べ て大 きな伸 びを示 している とされ、北海道経済産業局 もこう した北海道企業の特

許への意識 の高 ま りに注 目 してい る4。 しか しなが ら、筆者 による調査 によると、特許 出

願件数 自体 で見れ ばその数 はご く僅かであ り、必ず しも 「伸び率」だ けで北海道企業 に

よる知 的財産権活動 の好調ぶ りを表す ことには繋 が らな い5。

図1北 海道地区の工業所 有権 出願件数の推移(1997年 ～1999年)
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(出 所)拙 稿 「北 海 道 企 業 による知 的 財 産 権 活 動 の現 状 と課 題 」北 東 アジアーサハリン研 究 会 編 纂 『サハリン石 油 ・

ガス開 発 プロジェクトと北 海 道 経 済 の活 性 化(4)』 第4号 、小 樽 商 科 大 学 ・ビジネス創 造 センター、2001年3月 、

80～83頁 、より再 作 成 。

4北 海道経済産業局編、前掲書、北海道経済産業局、2001年3月 、 「発刊 にあたって」。
5例 えば、北海道地区の至近3年 間の特許出願件数は、1997年 度で1,175件 、1998年 度で1,124件 、

1999年 度 で1,091件 となってい る。 また、同 じく実用新案では、207件 、198件 、165件 、意匠で

は、354件 、242件 、276件 、商標 では1,792件 、1,286件 、1,604件 、となっている。特許が持ち

直 しているようであるが、やは り総 じて低調傾向にあると言える(本 文図1参 照)。 拙稿 「北海道

企業による知的財産権活動の現状と課題」北東アジアーサハ リン研究会編纂 『サハ リン石油 ・ガス

開発プロジェク トと北海道経済の活性化(4)』 第4号 、小樽商科大学 ・ビジネス創造センター、2001

年3月 、80～83頁 参照。こうした背景には、バ ブル崩壊以降の北海道経済の低迷 とともに、構造的

な問題点 として北海道地区の 「知的財産サービス」の未整備が挙げられよう。例 えば、象徴的な事

例として、1999年5月31日 の時点での北海道の弁理 士数が、たった7名 であることが挙げられよ

う(本 文図2参 照)。 同上書、77頁 参照。
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ところが、最近にな って北海道企業 による知的財産権 活動には、確 かに これ まで にな

い新 たな動 きが認め られ、今後 の飛躍 に向けた可能性 を見 出 し得 ることも事実である。

例 えば、そ う した新たな動 きの一っ と して、 以下 に紹介す る北海道 内の特許 活用企業 の

事例 を取 り上 げることが最適であ ろう。すなわち、以下 に登場す る 「特許流通ア ドバイ

ザー活用企業」の事例か ら、我々は北海道企業 に よる知的財産権活用の新たな動 きを理

解 するこ とがで きるのであ る。

図2日 本 地 区 別 の弁理 士 数 比較(1999年 現 在)
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(出 所)同 上 、77頁 、より再 作 成 。

「特許流通 ア ドバイザー」 とは、国 内に眠 る34万 件 の未利用特許(す なわち、休眠

特許)の 有効活用 を 目的 と して、具体 的には特許取引の経験 の少ない中小 ・ベ ンチ ャー

企業 や研究機 関 ・大学 の保有特許の地域産業への移転、事業化 に関する支援 を行 う専 門

家を意 味す る(財 団法 人 ・日本テ クノマー トよ り派遣)(表1参 照)6。

表1特 許流通アドバイザーとは

特許流通アドバイザーは

① 特許流通事業(技 術移転)の専門家です。

② 守秘義務があります。

③ 相手企業との交渉のアドバイスをします。

④ 特許流通データペースの使い方を指導します。

⑤ 全国各地域のアドバイザーから情報を収集 し、技術導入(移 転)したい企業を全国から見つけてきます。

(出所)北 海道経済産業局編『北海道特許活用企業事例集』北海道経済産業局,2001年3月 、49頁 。

では、具体 的に 「特許流通 ア ドバ イザー活用企業 」の事例の 中身 にっいて、見てい く

ことと したい。

6北 海道経済産業局編、前掲書、北海道経済産業局、2001年3月 、49頁 。
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0特 許流通アドバイザー活用企業(4社 ・敬称略)

① ク ロ ーバ ー電 子 工 業 ㈱ 一特許流通フェアを利用して技術導入し事業拡大へ

携 帯電話等 の電子機 器 を製造す るクローバ ー電子工業㈱は、 よ り微細な電 子部 品の加

工 に際 して独 自に工法 を模 索 していたが、たまた ま 「特許流通 フェア北海道7」 で欲 して

いた技術 を発見 し、それが既 に開放特許 となってい ること、 そ して それを仲介 する特許

流通 ア ドバイザーの存在等 を知 った。それ を きっかけに、平成11年3月 にア ドバ イザ

ーの仲介 によ り開放 特許 を導入 し
、 そこか ら開発 した製 品に よって事業拡大 に成功8。

② 佐 藤 水 産 ㈱ 一独自技術の特許権化にょり国際的なラィセンサーへ

これ まで裁 断せずに店頭販 売するのが業界の常識であ った鮭筋子 を、独 自の技術で裁

断 ・加工 を可能 と した佐藤水産㈱ は、この製造 方法 に関 して国 内及 び海外 に特許 出願 し、

権利 を取得 。その後、 それ らの特許技術 に着 目 した国内大手水産加工企業 か ら特許権の

実施許諾 の 申 し出があ り、他者へ の技術移転の経験 が無 かったため、特許流通ア ドバイ

ザーに仲介 を依頼 し、平成12年9月 には国内外の ライセ ンシングに成功 した9。

③ ㈱ 笹 森 電 気一開放特許を利用することで開発コス トを節約し実用化に前進

老人世帯住宅 の除雪 問題 を知 った㈱ 笹森 電気は、 そこに事業機 会 を見 出 し、高齢 者世

帯住 宅の向けの移設可能な コンク リー トパネル ・ロー ドヒーテ ィングの開発 に取 り組み

始めた。そ して、 ち ょうどそ の時 に特許 流通ア ドバ イザーの存在 を知 り、検 討 中の技術

が大手建材 メー カー によって既 に特許 出願 されて いるこ とを知 り、 当該技術 の導入 に成

功 。現在、第 一次 の開発 を終 え、マーケテ ィングや情報収集 に努 めてい る段 階にあ る10。

④ ㈱ 帝 国 設 計 事 務 所一開放特許の利用にょって新規事業の開拓に成功

北海道 におけ る土木 に関す る総合建設 コ ンサル タン トであ る㈱帝 国設計事務所 は、平

成12年2月 に㈱ ビーエムシーが 日本全 国への ライセ ンシング展 開を望 んで いた橋梁診

断技術 を、特許流通ア ドバ イザーの仲介 を経て導入 に成 功。今後、事業拡大 が予想 され

る橋梁の診断業務 に関する技術 を導入 したこ とで、北海道地域で の同事業で のパ イオニ

ア的存在 とな った11。

7詳 細 は 、 拙 稿 「北 海 道 企 業 に よ る知 的 財 産 権 活 動 の現 状 と課 題 」 北 東 ア ジ ア ーサ ハ リン 研 究 会 編 纂 、

前掲 書 、 第4号 、 小 樽 商 科 大 学 ・ビ ジ ネ ス 創 造 セ ン ター 、2001年3月 、91～99頁 、 を 参 照 の こ と。
8北 海 道 経 済 産 業 局 編

、 前 掲 書 、 北 海 道 経 済 産 業 局 、2001年3月 、41頁 。
9同 上

、43頁 。
lo同 上 、45頁 。

11同 上 、47頁 。
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以上 が 「特許流通ア ドバ イザー活用企業 」の具体的な事例の内容であ る。 これ らの事

例 は大変興味深い ものであ り、北海道企業 に よる知 的財産権活用の新 たな動 きとして理

解 するこ とがで きる。特許流通ア ドバイザーや特許流通 フェアを活用 し、 自 らの欲 して

いた技術 を導入 するこ とに成功 した企業や、 自社 技術 の特許権化 によって一気 にライセ

ンサー としての地位 を確立 した企業、また これ まで にない新 規事業分 野の開拓 に成功 し、

いわゆる 「多角化」 を果 た した企業 も存在す る。

これ らの事例 か ら、我 々は特許流通 とい う知的財 産権活動 のための環境整備 の進展 に

よって、 これまで眠 ってい た北海道企業の新たな潜在能 力の存在 を知 るこ ととな った。

北海道企業 は、確 かに知 的財産権 を活用す ることで ビジネスを拡大 し得 る能力 を持 ち得

るのであ り、そ う した潜在能 力は特許流通ア ドバイザーに代 表され る 「特許流通支援事

業」 といった行政 サー ビスを積極 的に利用す ることで、確 かに可能 となる と考 え られ る

のであ る(表2参 照)。

表2特 許流通支援事業の目的とその概要

灘懸 鞭i難灘馨綴繊 雛鍵垂難雛 灘
覇纏'

灘雛
綴設

灘

ウ

雛
馨

彰

特許流通フェァ

開催事業

特許 開放 企 業から直接 話 を聞 きたい導 入 企

業サイドと、多くの企業 にプレゼンテーションした

い提 供 希 望サイドを特許 流通 フェアにおいて結

び付け、マッチング・成約を目指 す。

・特許 保有 企業による技術情 報保 の展示 。
・特許 活用の成功事例 についての講 演。
・個別 商談 会。

・特許 情報アクセスコーナーの設 置。
・無料 相談 コーナー。

特許 流通アドバイザー

派 遣 事業

知 的財 産権 及 び技 術移 転の専門 家による無

料指 導 ・相 談の実 施を通 じた、産 官学の特許

流通 支援 を目指 す。

具 体的には、特許 提供企 業 ・大学 ・研究 機関

と特 許導 入 企 業の橋 渡 しを特 許流 通アドバイ

ザーが行 う。

・日 本 全 国 ヘアドバイザーを派 遣 。

特 許流通 データベース

整備 事業

第 三 者への開 放(ライセンスや譲 渡)用 意 のあ

る特 許技 術のPRの 場を提 供、導入 を希 望す

る特許 技術 を自由に探せる場 の提 供 、を目指

す。

・インターネットによる、誰でも無 料でアクセス可

能なオープンシステム。
・データベースへの開 放特 許 情報(ライセンス情

報)の 登録 及び導入 希 望技術(ニーズ情報)の

登 録のいずれも無 料。

技術分野別
特許マップ作成事業

技 術 開発 戦 略の方向 付 け、他 社 の特 許を利

用 した新 規事 業 の開 拓 、特 許 情報 の有 用性

に対する認識 度の向上 、を目指す。

.

国研 ・大 学向け

特許 セミナー開催 事 業

国立 試 験 研 究 機 関や大 学 の研 究 成 果の産

業 界への円 滑な移 転の推進 、そのための研究

者 ・特 許 管理 者 の特 許 知識 の習得 支 援 、を

目指す。

・筑波研 究 学園 都市 を中心 に全国 主要 都 市

にて開催 。

知的財産権取引業
情報公開事業

特許 技術 の移転 等に関 する民 間ビジネスの社

会 的認 知 度の向上 、事 業内 容の公 開を通 じ

た業 者の育成 とサービスの向上、を目指す。

・事業者 情 報の収集とデータベース化

・インターネットによる情 報の公開

(出所)特 許庁編『産業活性化のための特許活用一特許はペンチャービジネスを支援する』1998年 、138～140頁 、

より筆者作成。
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第二節 北海道企業による伝統的な知的財産権戦略の実態

では、 次に 「自社特許活用企業」の事例 か ら、 これ まで我 々が見過 ご して きた北海道

企業 に よる戦略 的な知 的財産権活動の歴史 について見て い くこ とと したい。つ ま り、 こ

う した事例 か ら、 これ まで公 には明 らか にされて こなか ったものの、北海道企業 が伝統

的に培 って きた知 的財産権戦略の存在 とその 中身を、 ここに再確認す るこ とが可能 とな

ると考 え られるので ある。

確 かに北海道の主要産業のイメー ジは、確 かに農業や漁業、林業 、畜産業、 そ して観

光産業 であるが、決 して工業 を疎か に して きたわけではない。む しろ前述 の農業や漁業、

林業、畜産業 の機械化や情報化 に とって、 北海道発の機 械加工技術 にお けるレベルの高

さは全 国に知 られ てい る。 また、北海道の地域特性か ら生 まれた独 自技術(寒 冷地対応

技術 な ど)は 、世界的 にも注 目を集めている。

以下では、そ う した北海道 企業 が蓄積 して きた特許技術 な どによって、伝統 的に独 自

に知 的財産権活動(主 に特許権)を 展開 している様子 を、「自社特許活用企業 」の事例 か

ら再確認す ること としたい。我々が見 落 としてきた、新 たな発見 がそ こにある と考 え ら

れるのであ る。

O自 社特許活用企業(20社 ・敬称略)

① 石 狩 造 機 ㈱ 一独自技術の特許権化にょって独占的シェァの確立、OEMを 実現

農家の声 に耳を傾 け、農機具 の開発だけでな く小型除雪機 な ど、常 に地域 に密着 した

技術開発活動に取 り組 んで きた。独 自の販路 を持 たなかったこ とか ら、新製品 を開発す

るとす ぐに特許権化 を行 い、OEM(=相 手先 ブラ ン ド生産)に よる販売戦略 を展開 して

きた。「自動苗箱並べ機 」 とい った分 野で は、北海道地域で80%以 上 の独 占的 シェア を

誇っている12。

② 井 原 水 産 ㈱ 一独自技術の特許権化にょって業界スタンダー ドを確立

それまで商品価値の無か った冷凍鯨 か ら数 の子 を製造す るな ど、 独 自の技術 を特許権

化 し業界ス タンダー ドを確 立す る。近年 では、食べ るときに塩抜 きの必要 が無 く、 かつ

冷凍 を解凍 して も品質が落ちない数の子 の製造方法 を発明す るな ど、新技術 の開発研究

に余念 が無 い13。

12同 上 、1頁 。
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③ ㈱ 協 和 機 械 製 作 所 一地域に根ざした技術の特許権化のノウハウ蓄積

北海 道地域 の除雪機 開発 のパイ オニア と して名高 い。 トラ ック系除雪装置では、全国

で も トップ シェアメーカーで ある。除雪の作業効 率に向けて、様 々な独 自技術 を特許権

化 して きた。 また、寒 冷地特有 の技術 を特許権化す る際 には、審査官 に対 して木 目細か

い説明が必要 とな り、 そ うした出願 ・審査時の ノウハ ウも蓄積 して いる14。

④ 寿 産 業 ㈱ 一顧客利益確保のためにグローバルな特許権取得

昭和38年 に当時の輸 入品であったロー ラー ガイ ドの国産化 を顧客 か ら依頼 され、外

国特許 の網 を潜 り抜けなが ら、国産第1号 のロー ラーガイ ドの共 同開発 に成功。 自社 技

術 と顧客利益の確保の ため に、国内だけで な くアメ リカやEUで も積極 的 に特許権 を取

得 するなど、海外 展開 にも積極 的である15。

⑤ ㈱ サ ー ク ル 鉄 工一独自技術の特許権化を機に包括的な特許戦略を展開

昭和40年 に試行錯 誤の末 に ビー ト移植機 の開発 に成功 し、第1号 の特許権取得技術

と した。同製品は、国内全 国シ ェア80%を 占め る主力製 品 とな り、作付面積 の広いア メ

リカやEUに も輸 出されて いる。定期的な特許権 取得、重要技術 の防衛的 な特許権化、

ライセ ンシ ング実績 な ど、総合的 な特許戦略 を展開 中16。

⑥ サ ッポ ロ産 機i㈱一R&Dに 補助金制度を活用し権利化に結びつく技術を開発

平成5年 に取引先の依頼によりFRP製 継柱管の開発に着手。基礎研究の目処が立っ

た平成6年 度に当時の通商産業省(現 在の経済産業省)の 「技術改善費補助金」の交付

を受け、紆余曲折の上開発に成功 しその後に特許権を取得。他社特許の利用からライセ

ンス供与まで、特許制度をフル活用する経営戦略を展開中17。

⑦ ㈱ ダ イ ナ ック スー世界も認めた高技術力を背景にグローノ脇 特許戦略を展開

昭和48年 に米国 レイベス ト ・マ ンハ ヅタ ン(RM)社 と㈱ 大金製作所 の合弁会社 ・ア

ールエ ム㈱ としてスター ト。米国か らの ライセ ンス供与 によって技術開発 を展開。その

後、RM社 とのライセ ンス契約 を解消 し、平成3年 に現在の社名 に。 自動車用 クラッチ

3同 上 、3頁 。

4同 上 、5頁 。

5同 上 、7頁 。

6同 上 、9頁 。

7同 上 、11頁 。
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板 の研究開発 を専門 と し、 その高 い技術力 か ら国内だけでな く、米 国へ も納入 を行 って

いる。 よって、特許戦 略は常にグローバル な展開 を行 っている18。

⑧ 電 制 ㈱一産官学の連携により新技術の開発に成功し現在は海外特許出願中

制御 盤製 造か ら出発 し、現在で は電子機 器メーカー に変身。大学や国公設試験場 との

連携 によ り、 よ り高 い レベル の研究開発 に取 り組 む。産官学連携の成果 としては、世界

初の抑揚を制御 で きる電気式人工喉頭 「ユア トー ン」 の開発 に成功。 同製品は、現在、

米国や フラ ンス、 ドイツな ど海外5力 国にお いて特許出願 中である19。

⑨ 道 栄 紙 業 ㈱ 一後発参入のハンデを特許でカバー しグローバル特許戦略を展開

家庭紙業界へ の後発参入 とい うハ ンデを克服 するために、生 き残 りを賭けて技術 開発

による発 明に尽力 。昭和59年 に芯の無い トイ レッ トペーパーの開発 に成功 。理性来 る

時代 の到来 の波 を受 けて、市場で20%弱 のシェア確保 にも成 功。こう した独 自技術 の特

許権化 によ り、 自社の市場 シェア を確保 し、他社 の模倣 を阻止。その ことが販 売価格安

定 にも寄与 してい る。良 い家庭紙は海外 での需要 も多い ため、海外 にも製 品輸 出を展開。

外 国出願 も活発 に行い、 またグ ローバ ルな ロイヤルテ ィ収入 を得 ている20。

⑩ 東 和 電機 製 作 所 ㈱一独自技術が世界に認められ特許網のグローバル整備へ

昭和46年 に電気式の 自動イカ釣 り機 「はまで式 自動イカ釣 り機 」の開発 に成功。後

発 メー カー も数多 く出現 したが、 常にユーザーの漁師の要望 を反 映 した製 品開発 ・改良

に努め、そ う した努力が実 を結 び現在で は世界30力 国以上 に輸 出。そのため、国 内外

において積極 的 に特許 出願 を行 い、 自社技術 を守 る特許網 の整備 に努 めて いる21。

⑪ ㈱ 日農 機 製 工 一模倣に悩まされた経験から総合白勺な知的財産権活用を展開

顧客である農 家のニー ズに対応 した製品開発で高 名。「ビー トハ ーベスター」と 「カル

チベーター」の トップシェアメー カーであ り、北海道農業隆盛の立役者であ る。創業 当

時か ら模倣 に苦 しめ られて きた教訓か ら、 自社技術 の防衛の ため に特許 制度 を活用。同

社の売上高 の9割 以上が特許権化 された製 品によるものであ る。特許権 だけで な く、商

標権 、実用新案権な ど幅広 い工業所 有権 の活用 によって、自社技術 を守 り続 けてい る22。

同 上 、13頁

同 上 、15頁

同 上 、17頁

同 上 、19頁

同 上 、21頁

110



⑫ ㈱ ニ ツ コ ー 一従剰 こ無い技術開発で成功 し自社特許技術のグローバル化へ

水産加工機械 メーカー と して、 ホタテの貝柱 を生の まま機械 で取 り出すこ とを可能 と

す るな ど、従来 は熟練 技術 に頼 る しかなか った分野の機械化 に成功 。 この独 自技術 の特

許権化 によ り、ホ タテ貝 自動生剥 き機 は同社で しか製 造 されていない。米国 ・カナダな

どで も海外特許 取得 を実現 してお り、今後 は東南 アジアへの進出 も検 討 中である23。

⑬ ㈱ 光 合 金 製 作 所 一最先端の寒冷地技術と歴史ある特許戦略のベストミックス

不凍給水栓 メー カー として、北海道や東北地域 の寒冷地域 の生活利便性 向上 に大い に

貢献 。これ までのネ ジ式か らレバー による不凍給水栓 を発明 し、昭和52年 に特許権化 。

その後 もさ らに技術 開発 に努め、現在では人為的な操作 を一切不要 とした水抜の全 自動

システムを開発。 昭和27年 の初 出願以来、現在 までに700近 くの工業所有権 を取得。

競争 に厳 しい業界 において、 自社技術 の特許権化 による高度 な防衛戦略 を展 開中24。

⑭ ㈱ ピ ー ・ユ ー ・ジ ー 一サイクルの早いソフ ト業界で商標権を積極活用

昭和52年 に北海道大学大学院工学研究科 に在籍 中の学生4人 によって設 立。サ ッポ

ロバ レー代表す るソフ トメーカーの一つで あ り、北海道のベ ンチ ャー企業のパイオニア

的存在。イ ンターネ ヅ ト普及 に伴 って、ホームペー ジ巡 回ソフ トと して開発 した 「波乗

野郎」 が成功 を収め る。開発当時 には 「ビジネス方法特許」が一般 的な ものでなかった

ため特許権化は見送 られ たが、商標権 を取得 し活用 する戦略 を展開25。

⑮ ㈱ 富 士 計 器一倉僕 以来の特許戦略への拘りが世界に認められる技術開発へ

昭和47年 の創業 当時 か ら、特許権 を取得 し商品を差別化 しなければ 中小 ・零細企業

は生 き残 れない、 との方針 か ら特許権化で きるものだけを開発 する とい う、徹底的な戦

略 を展 開。国内外 の技術 も活用 するな どして、平成10年 には蛇 口設置型水処理装置 の

新製品の開発 に成功 。 同製 品は外 国特許 も取得 し、 またOEM生 産 も行 っている26。

⑯ ㈱ 富 士 食 品 一地道な努力と特許権化によって帝内豆製造の技術革新に成功

急速凍結納豆の商品化 においては我が国のパ イオニア的存在。従来 の概念 を覆 し、液

体 窒素を使 用 し、-196℃ の超低 温冷凍 で保 存す る氷温冷凍技術 の開発 に よ り、納豆製

23同 上 、23頁 。

24同 上 、25頁 。

25同 上 、27頁 。

26同 上
、29頁 。
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造の新 たな可能性 を切 り開いた。 同社 がその技術開発力 を高度化 させ てい く過程 におい

て、独 自技術の防衛 に特許権化 が活用 され たこ とは想像 に難 くない27。

⑰ 北 海 鋼 機 ㈱ 一社内発明制度の活用等を通じて業界に先駆けて特許戦略を展開

道内唯一の鉄鋼 二次製 品メー カーで あ り、 これ まで公 知技術 の多 さか ら特許権化 に消

極的であ った業界 の流れ とは一線 を画 し、独 自に 「社 員発明考案取扱規程」 を制定 する

な ど、新商 品開発 にお ける特許権化 に努めてい る。特許権 だけでな く、商標権の活用の

歴史 も古 く、コンク リー ト加 工技術 によって ロイヤルテ ィ収入 の獲得 に も実績 がある28。

⑱ 北 海 道 水 道 機 材 ㈱ 一自社特許技術100%活 用による徹底した特許戦略展開

不凍給水栓分野 においては後発 メーカーであったため、 自社技術は特許権化で守 ると

い うこ とを常に意識 し、技術開発 に努めて きた。同社の製品 には100%自 社特許が活用

され、研究開発 と製品開発が直結 されている。早期権利化 による営業戦略上の優位性 を

確保 するために、特殊 な寒 冷地技術 をスムーズ に審 査官に理解 しても らう必要 か ら、「巡

回審査制度」 を活用す るな ど、特許制 度の活用 の研究 にも余念が無い29。

⑲ 北 海 道 電 気技 術 サ ー ビ ス㈱ 一特許の価値を見極めながら商品開発を実現

昭和46年 の 自 らが発明 した電 力設備 向けの 「デ ジタル位相 計」が全国的 にヒッ ト。

その特許 ロイヤルテ ィ等で会社設 立を果 たす。 こう した経験 か ら、新 技術 開発 に際 して

は、常 に特許 と しての価値 があるか どうか を社員 に見極 め される教 育がなされている。

また、最 近では 「オ ゾンを利用 した衛生管理機器 」の開発 に当た り、特許流通 ア ドバ イ

ザー制度 を=活用 す るな ど、内側 か らだけでな く外側 か らも特許制度活用 に努めてい る30。

⑳ 北 海 道 ワ イ ン㈱一北海道発の新発泡酒を開発し製造法特許で多角的展開

昭和49年 に北海道 の気候風土 に適 した ワイ ン作 りに着手 。北海道産以外 の原料 を使

用せず、独 自のブラ ン ドを維持 してい る。 これ まで特許権 には無縁で あったが、果汁 と

麦汁を発行 させ た新 しい発泡酒 「天使の雫」 を開発、製造法の特許権化 を行 った。 同時

に米国等 の海外へ の特許 出願 も実現 し、現在 では国 内で のライセ ンシングを予定 中31。

7同 上
、31頁

8同 上
、33頁

9同 上
、35頁

o同 上
、37頁

1同 上 、39頁
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第三節 北海道企業のあるべき知的財産権戦略の姿

前節 までの考察か ら、次の点 が明 らかにされ た。すなわち、第一節 の 「特許流通 ア ド

バイザー活用企業 」の事例 か らは、① 北海道企業 が特許 流通ア ドバイザー制度を活用 す

るなど して、 自らの欲 していた技術 を獲得 し、 それを機 会 にビジネスを拡大す ることに

成功で きたこ と、②そ して、そ う した技術 マ ッチ ングの機 会 さえあれば、北海道企業 は

その 自 らの潜在能力を十二分 に引 き出 し得 る可能性 を有 してい ること、の2点 で ある。

しか し、 こ う した 「特許 流通 ア ドバイザー活 用企業」 の事 例は、 その数 が僅 か(=4

件)で あるこ とか ら、 その考察か ら得 られた含意 を一般的な議論へ と広 げてい くことが

難 しく、北海道企業 による知的財 産権活用の一事例 としては意義が あるが、本稿の考察

目標で ある北海道企業 の知 的財産権戦略モデル とするには、やは り難 がある。ところが、

第二節 での 「自社特許活用企業」の事例か らは、そ う した戦 略モデ ルを考 える上で多 く

の示唆に富んだ含意 が得 られるこ ととなった。

すなわち、第二節 の考察 か らは、①北海道企業 にもこれまで我々が見過 ご して きた、

戦略的な知 的財産権活 動の歴史が存在 してお り、② ここに登場 した北海道企業の多 くが、

創業 当時か ら特許権 といった知 的財産権 の機能 を正 しく理解 し、 ビジネスに結び付 けて

きたこと、③ そ して、 その 中のい くつかの北海道企業は、オ リジナル特許 技術 を武器 に

日本国内 を飛び出 し、グ ローバ ルな特許戦略 を展 開 してい ること、が再確 認で きたので

ある。つ ま り、「自社特許活用企業」の事例 か ら我 々は、知 られ ざる北海道企業の知的財

産権戦略の実態 を垣間見 るこ とがで きたのであ り、 そこには21世 紀の北海道企業 の知

的財産権戦略モデル と呼ぶ に相応 しい数々の戦略 そのものが、実は既 に存在 していた こ

とに気付か され るのであ る。

筆者 は、 これ まで北海道企業の有す る独 自技術 を特許権化 し、サハ リンを含む ロシア

や北東 アジアへ のライセ ンシング活動 について提 言を繰 り返 して きた。 しか し、そ う し

た提言 は多 くの人 々が、 また筆者 自身 も"時 期 尚早"な もので ある と考 えて きた。 とこ

ろが、本稿 での 「自社特許 活用企業」 の事例か らは、そ うしたグローバルな特許戦略が

決 して 目新 しい もので はな く、む しろ中小 ・零細の生 き残 りを賭 けて独 自技術 の研究開

発 に努 めて きた北海道企業 に とっては、 当然の差別化戦略 と しての選択 であったこ とが

理解で きるのであ る32。

その意味では、 北海道企業 が模索すべ き知的財 産権 戦略モデル とは、 こう した知 的財

産権戦略のパイオニア企業 が蓄積 して きた戦略の経験や教訓 、ノ ウハ ウ(い わゆる、知

識)の 中か ら見出 し得 るのではないだろ うか。基本的な指針 とな るモデルは既 に存在 し

ているのであ り、む しろ現在必要 とされているのは、そ う した"知 識"を 他 の北海道企

32例 えば、北海道地区の至近3年 間の国際特許出願件数は、1997年 度で10件 、1998年 度で24件 、

1999年 度で25件 と、微増状態にある。拙稿 「北海道企業による知的財産権活動の現状 と課題」北

東アジアーサハ リン研究会編纂、前掲書、第4号 、小樽商科大学 ・ビジネス創造セ ンター、2001年
3月 、85頁 。
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業へ と広 めてい くためのネ ッ トワーク作 りにある と考え られ る。また、 そ う した知 的財

産権戦 略で先行す る 日立製作所やキヤノ ンといった国内大手 メーカーや、IBMや マイク

ロソフ ト、テキサス ・イ ンスツルメ ンヅとい った米国多国籍企業 の特許戦略研究な ども、

北海道企業 に多 くの示唆 を与えて くれるで あろう(図3参 照)33。

図3主 要な特許戦略の種類と内容
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(1)特 許取 得戦 略

「特 許取得 戦略 」 とは 、文字 通 り 「特許 を取 得す るた めの戦 略」 を意味 す る。 「特許 法(PatentLaw)」 は

「属地 主義(=領 土 内にあ るも のはそ の領 土の 法律 に従 うべき だ とする主 義)」 を採用 してい るため 、特 許権 を

取得 した い場 合 には、 取得 した い国 で特 許 出願 を行 う必要 が ある。 しか し、現 在で は一 つの 特 許出願 で複 数の

海外 特許取 得 を可能 とす る、 いわゆ る 「国際 出願(lnternationalApplication)」 制 度が 確立 され て おり、 グ

ロ ー バル な 特 許 取 得戦 略の 展 開 が 可 能 と な って いる 。 代 表 的 な国 際 出 願 ル ー トと して は 、 「特 許 協 力 条約

(PatentCooperatiOnTreaty:PC丁)」 によるPCTル ー トが挙 げ られ る。そ して 、こ う した 国際 出願 を最も

利用 して いる企 業 こそが、米 国多 国籍企 業 なので あ る。米国 多国 籍企業 に とって 特許戦 略 は、 「輸 出(E×port)」

や 「対 外直 接投 資(ForeignDirectlnvestment:FDD」 と並 ぶ、重要 な 対外事 業活 動の 選択 肢 と して位 置付

け られて きた歴 史を 持 ってい る。

(2)特 許活用 戦 略

「特許 活用 戦略 」 とは、 「特 許を企業 戦 略 に活用 し、他 社 との差 別化 を図る 戦略 」 を意味 する。

① 独 占化戦 略

「独 占 化 戦 略 」 と は 、 「特 許 に よ り 市 場 の 独 占 化 を 狙 う 戦 略 」 を 意 味 す る 。 こ の 場 合 、 「独 占 化

(Monopolization)」 と は本稿 で言 う ところ の 「専有 化(Appropriation)」 を意味 してお り、 開発 者がそ の

技 術的 成果 の報 酬 を独 り 占めに する 状態 を意 味 してい る。 と ころが 、法 的 に 「排 他的 独 占権(=専 有 権)」 を

保証 されて いる 特許権 化 も、そ の権利 存続 期間 が通常20年 間 とされて お り、期 間終 了後 は社 会全体 の共 有財

産と して広 く一 般 に公開 さ れて しま う こと にな る。 しか レなが ら、 開発 する技 術 ・製 品の ラ イフ サイ クル が短

縮 化 し、陳 腐化 のス ピ ー ドが加 速化 して いる現 在で は、20年 間の 権利 存続期 間 は十分 と も言え る。む しろ、問

題 は、審 査 する側 の ス ピー ドがそ う した ビ ジネ スサ イ クルの 速 さに追 い 付いて い けな い 点にあ る 。こ う した点

に対 して、米国 特許 商標 庁で は、実務経 験の あ るMBA(=経 営 学修士 号)取 得者な どを審査 官 に採 用 する など、

組 織充 実 による 審査期 間の 短縮 化に努 めて いる とされ る。

② 攻撃 戦 略

「攻撃戦 略 」とは 、特 許に よ って 競合 他社 を攻撃 する戦 略 を意味 する。い わゆ る、1985年 の 米国 に おける 「プ

ロ ・パ テ ン ト政 策(Pro-PatentPolicy)」 の確立 を背 景 に頻発 した、米国 多国 籍企業 による 特許 侵害訴 訟攻 撃

で あ る。 代 表 的 な戦 略 と して は 、 いわ ゆ る"パ テ ン ト ・マ フ ィア"に よ る悪 名 高 き 「サ ブ マ リン特 許 戦 略

(SubmarinePatentStrategy)」 が ある。 米国 には出願 公開 制 度がな いた め、 特許 を出願 して もそ の技術 情

報 を公 開す る義 務が 生 じな い。 その制 度 につ け こん で 、故意 に 審査期 間 を延 ばす ため に補 正手 続 を繰 り返 し、

世 界 中の誰 もが 当た り前 に用 い てい る周知 技術 に対 して、 ある 日突然 に 特許権 を 発生 させ 、侵 害訴 訟 によ って

33こ の点に関しては、拙稿 「第5章 国際技術戦略」林伸史編著 『IT時代の国際経営一理論 と戦略』

中央経済社、2000年 、同 「21世 紀の米国多国籍企業の特許戦略モデルー インターネ ットを利用 し

た特許ポー トフォ リオ戦略」小樽商科大学 『商学討究』第51号 第4号 、2001年3月 、同 「米国多

国籍企業の技術戦略変遷に関す る一考察」小樽商科大学 『商学討究』第52巻 第4号 、2002年3月 、

を参照のこと。
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莫 大な 賠償金 ・和 解金 を獲得 する ので ある。代表 的な 例 と して は、1992年 に米国 の個人 発明 家が 、自らが38

年 前 に出願 して いた特 許技術 を侵 害さ れた と して 、日本 自動 車メ ーカ ー11社 に対 して起 こ した訴 訟が ある。そ

して、この訴 訟の 結果 は、日本 自動車 メ ーカ ー側 が11社 合 計で 約1億 ドル(=当 時 約127億 円)の 和 解金 を

支 払 う、 という もので あ った。そ の後 、 日本や諸 外国 か らの抗議 が実 り、1994年12月 に は米国 でも 特許権

利 期間 が出願 か ら20年 間 に改正 され 、1999年11月 には よ うやく 出願 公 開制 度の一 部導 入が 義務 付け られ

るこ ととな った。 しか しなが ら、出願公 開制 度の 適用 もPCTと い った国 際出願 に ついて のみ であ り、米国多 国

籍企業 によ る こう した サブ マ リン特許 戦略 の脅 威が 完全 に消え たわ けで はない のだ とい う。

③ 防 御戦 略

「防御 戦 略」 とは、 「特許 によ って他社 の 攻撃 か ら守 る戦 略」 を意味 す る。そ もそも 、特許 権が 有す る禁 圧効

果 と して は、権 利 侵害 行為 に対 す る法的 な制 裁措 置の 執行 が挙 げ られ る。 とく に米国 で は、 プ ロ ・パ テ ン ト政

策 によ って 新設 され た 「連邦 巡回控 訴裁 判所(CourtofAppealsfortheFederalCircuit:CAFC)」 に よ

って、 悪意 の侵害 に対 する 賠償の 増額(=三 倍賠 償)が 設定 され てお り、そ の禁圧 効 果は絶 大で ある とされ る。

また、 一般 的 にも 特許 侵害 を指 摘 された 当事 者の 大部 分が 、訴 訟 を提起 され た段 階 にお いて 自 ら非を 認め 、特

許権者 との"和 解"に 応 じる と言わ れて い る。例 えば 、 日本企 業 が外国 企業 ・個 人 との 特許権 等 の 「知的 財産

権(lntellectualPropertyRight)」 紛 争 に直 面 した際 、そ の解 決 方法 と して 全体 の90%以 上 が 「和 解手続 き 」

を選 択 して いた、 との 調査 結果 が 報告 されて い る。 同調査 報 告 による と、確 か に 日本の 場合 は訴 訟沙 汰 を嫌 う

傾向 が強 い ものの 、訴 訟 を避 けた いと する傾 向 は企業 の国 籍 を問 わず 一般 的な もの であ る とい う。 しか しなが

ら、 現在 で も一部 の先 進国(日 本 も含 む)や ア ジア諸 国(韓 国、 台湾 、中 国な ど)、 発 展途 上国 で は、 知的財

産権 その もの に対 す る理 解不足 や 法的 整備 の遅 れか ら、 コ ピーや 模倣 と い った権 利 侵害 行為 が 日常的 に行わ れ

て いる こと は事実 であ り、特 許権 化 による 防御戦 略が 万全な もの であ る というわ けで はな い。

④ 公 開戦略
「公開 戦略 」とは 、 「特許公 開や ク ロス ・ラ イ セン シングの戦 略 」を意 味す る。一 見、特 許 を公 開す ると いう

ことは 、本 末転倒 な 行 為で ある かの よ うに考 え られる。 しか し、 「特許 を公 開す る こと によ って特 許 で得 る利

益 をよ り大 きく する こと」 が可 能 とな り、 また こ う した 「特 許供 与戦略(PatentLicensingStrategy)」 は

R&D費 の 回収 に と って も必要 不可 欠で ある。 例 えば、1970年 代 後半 の米 国多国 籍企 業 は、 巨額化 するR&D

費 負担 を軽 減す るた め に、 日本や 西 ドイ ツ(当 時)へ のラ イセ ン シング を活 発化 させ た歴 史 を持 って いる。 し

か しな が ら、 こう した ロイ ヤル テ ィ収 入 の獲得 を 目的 と したラ イ セン シング の増 大 によ って、 米 国多 国籍企 業

の優位 技術 の"拡 散"が 進 み、 結果 的 に日本や 西 ドイ ツの技 術 発展 を促 した とも 考 え られ て いる。 つ ま り、公

開戦略 に は、 ロイ ヤル テ ィの獲 得や ク ロス ・ラ イセ ンシ ング によ る技術 導入 とい った プ ラス の側 面 ととも に、

いわゆ る 「内部 化理論(TheInternalizationTheory)」 の指摘 する 「消散 リスク(RiskofDissipation)」

とい った マイナ ス の側 面も 、確 か に存 在す るので ある 。 また、 今 日で は規格 な どの業 界 標準 をめ ぐる 競合 メ ー

カ ー同士の 「戦 略 的提携(StrategicAlliance)」 の観点 か ら、保有特 許 を積極 的 に公開す る ことの 戦略 的意義

が認 め られ つ つあ るこ とも、 また 事実で ある 。

(3)特 許 非公 開戦略

「特許非 公開 戦略 」と は、敢 えて特 許 と して 公開 しない戦 略 を意 味す る。つ ま り、 開発技 術の 存在 を 「ノウハ

ウ(Know-How)」 と して 秘匿 化 し、 自社や グル ープ企 業内 だけで 使用 する ので ある。 いわゆ る、開発技 術 の

内部 市場 取引で あ り、1960年 代 の 米国多 国籍企 業で は こう した"内 部化"が 主要 な技術(管 理)戦 略 であ っ

た と考え られ て いる。 ま た、他 社 か ら特許 侵害 され て いる可 能性 があ った と して もそれ を確 認 し難 い ような 生

産 プ ロセ ス に関す る技 術 内容 は、 む しろ ノウハ ウ と して 秘匿 化 する方 が安 全で あ り、 こ こに特 許非 公開戦 略 の

現代 的意 義 を見 出す こ とも可能 で ある 。 さ らには、 特許 権 とい った知 的財 産権 の 一種で あ りな が ら、 「企 業 秘

密(=営 業 秘密)」 と して 非公 開の 性質 を持 つ 「トレー ド ・シ ーク レ ッ ト(TradeSecret)」 の 活用 も注 目を

集 めつ つあ る。 代表 的な 例 と して は、 コカ ・コ ーラの 原液の 化 学的 成分 が挙 げ られる。 コカ ・コ ーラ の原液 の

化 学的成 分 は、 トレー ド ・シー ク レッ トと して 現在 も 秘匿化 さ れた まま であ る。 その 意味 では 、 こう した特 許

非 公開戦 略 は、 究極の 独 占化戦 略で ある とも言 えよ う。

(出所)拙 稿「21世 紀の米国多国籍企業の特許戦略モデルーインターネットを利用した特許ポートフォリオ戦略」小

樽商科大学『商学討究』第51号 第4号 、2001年3月 、384～390頁 。

これまで、知 的財産権 に関 する法律内容や制度活用 といった個別情報 にっいては、 と

くに行政 が中心 となって様 々なサー ビスを提供 して きたが、今後は企業 自らが 自らの有

する知的財産権戦略の知識を、積極的に他企業 と共有 した り交換 したりすることで(企

業秘密の部分はしっか りと管理することを前提として)、北海道企業全体の知的財産権戦

略の レベル を高めてい く作業 が必要で ある と思われ る。 こう した民 間 レベルでの相互補

完型の ネ ッ トワー ク作 りは、知的財産権戦略 の学習だけ に限 らず、他 の全て の経済活動

での北海道企業の レベルア ヅプに寄与 する と考 え られ る。

115



おわりに

筆者 が本稿 において、 また これ までに執 筆 した原稿 において常に知 的財産権 にこだわ

り続 け、北海道企業の知的財 産権活動 にっ いて、時には厳 しい意見 を述べて きた背景 に

は、次 のような想いが存在 してい る。

すなわ ち、北海道経済 は未 だ 自立 した経済構造を構築 し得てお らず、昨今 の 日本経済

の不況 とともに日本全 国か らの北海道経済 を見 る目も次第 に厳 し くな りつつ ある。 そう

したなか、北海道経済 の 自立を阻んで きた大 きな要 因の一っ として、北海道企業が 自ら

の収益率向上のため に、あ るいは生 き残 りのために、その労力や資源の多 くを 「レン ト ・

シー キング活動」へ と振 り向けて きたこ とが挙 げ られ る、と思われるのであ る。つ ま り、

北海道企業 の多 くは 「市場 で利潤機会 を追求」する 「プ ロフ ィッ ト ・シー キング活動」

ではな く、「政治的な手段 で利益 を得 よう」とす る 「レン ト・シーキ ング活 動」に依 存 し

過 ぎていたのではないか、 とい うこ とで ある34。

こう した背 景には、筆者 の考 えの及ばない複雑 な要 因や理 由が存在 してお り、 また必

ず しも北海道企業 一般 に対 して 当ては まることではない。 しか し、一部の北海道企業 に

よる 「レン ト ・シーキ ング活動」 は確か に存在 して きたので あ り、 またこう した活動か

ら得た収益 の一部 が北海道経済 を支えて きた ことは、半 ば公然の秘密であ った。そ う し

た点か ら筆者 は、北海道企業が 「レン ト・シーキ ング活動」 との"し が らみ"を 断ち切

るためにも、 その打開策 として本稿 において紹介 した知的財 産権 を活用 した 「プロフィ

ッ ト・シーキ ング活動」 を紹介 したい と考え続 けて きたので ある。

自らの技術 開発努力 によって得た法的権利 である知的財産権 を利用 して、 自分の会社

だけの力で誰 の 目を気 にす ることも無 く事業活動 に適進す る。様々な努力は必要 とする

であろ うが、 自らの手で一か ら作 り上 げた特許技術 は、社長や従業 員、 そ して会社 の 自

信へ とつなが り、チ ャンス があれば世界市場へ と進 出す るための、いわばパスポー トに

もな り得 る。そ して、そ うしたサ クセス ・ス トー リー を現実 の もの と した北海道企業は、

本稿で の考察か らも明 らかな通 り、確 かに現実 に存在 してい るのである。

最後 に、本稿及び一連 の報告書で の考察が、北海道企業 の知 的財産権活動 に少 しで も

寄与 し、 またそ う した活動 を通 じて北海道企業が 「プロフィッ ト ・シーキ ング活動」 に

全力 を傾け られ、その結果 と して北海道経済が再 び活力 を取 り戻 す ことを願 い、 この章

の考察 を終え ることと したい。

追記 本稿 の作成 にあた り、北海道経済産業局 よ り 『北海道特許活用企業事例集』 をお譲 り戴 きまし
た。この場をお借 りして御礼申 し上げます。また、本稿 に掲載 した企業事例の説明については、そ

の内容の誤記は全て筆者に責任があ ります。

34原 田泰 ・香 西 泰 著 『日 本 経 済 発 展 の ビ ッグ ・ゲ ー ム ー レ ン ト ・シー キ ン グ 活 動 を越 え て 』 東 洋 経 済

新 報 社 、1987年 、12頁 。
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